
2026/3/3現在

本教材に誤植がございました。学習に際し、大変ご迷惑をおかけしますことをお詫び申し上げます。
下記をご確認、訂正の上お使いくださいますようお願い申し上げます。

★2026/3/3更新

誤 正

民法
問題編P.31

債権者が、錯誤によって・・・ 債務者が、錯誤によって・・・

民法
解答・解説編

P.23

「特別の事情によって生じた損害で
あっても、当事者がその事情を予見
し、又は予見すべきであったときは、
債権者は、その賠償を請求することが
できる。」（同条２項）

「特別の事情によって生じた損害であっ
ても、当事者がその事情を予見すべきで
あったときは、債権者は、その賠償を請
求することができる。」（同条２項）

直前対策問題集（法律）・（02-HM23)【正誤表】

箇　所

【NO.47】選択肢３の解説
３行目

【NO.84】選択肢４の１行目


	パターン1

